
 

【別紙】 

「令和５年度おたねにんじん利用促進事業」業務委託仕様書（案） 

 

１ 目的 

  この仕様書は、福島県（以下「甲」という。）が○○○○（以下「乙」という。）

に委託する、「おたねにんじん利用促進事業」を円滑かつ効果的に運営するため、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 事業の目的 

  会津地方での長い栽培の歴史を持つ「おたねにんじん」について、以下の事業を

実施することにより、地元住民や観光客等の認知度を向上させるとともに、地元等

での利用促進を図る。 

（１）おたねにんじんフェア【飲食店】等【担当部署：会津地方振興局】 

（２）おたねにんじんフェア【小売店】及び新たな需要喚起のための取組 

【担当部署：会津農林事務所】 

（３）おたねにんじんＰＲ【担当部署：会津地方振興局】 

（４）食育事業【担当部署：会津農林事務所】 

 

３ 業務内容 

（１）おたねにんじんフェア【飲食店】等の企画・実施 

ア おたねにんじんフェア（会津管内）【飲食店】の開催 

【内 容】 

会津管内の飲食店 20店舗以上（新規店舗含む）で、令和５年９月から令和

６年１月のうち２か月程度、おたねにんじんを利用した料理を提供するフェ

ア（会津管内）【飲食店】を実施し、地元住民や観光客の認知度向上を図ると

ともに、おたねにんじんの利用拡大につなげること。 

【留意点】 

令和４年度のフェア（会津管内）【飲食店】は 20店舗で２か月実施し、料

理の提供数は合計 861食であったが、フェア期間中の料理提供数が 900食以

上になるよう事前告知やフェア（会津管内）【飲食店】期間中のＰＲ、提供す

る料理等について、工夫を凝らすこと。 

その際、フェア期間終了後も継続しておたねにんじんを提供してもらえる

よう工夫を凝らすこと。 

また、新たにフェアに参加又は新規におたねにんじんを利用した料理を開

発する店舗が試作用におたねにんじんを調達する経費については、委託料の

中から支出すること。 

イ おたねにんじんフェア（県内(会津以外)）【飲食店】の開催 

【内 容】 

 おたねにんじんの県内(会津以外)での認知度向上を図るため、上記のフェ

ア（会津管内）【飲食店】の開催に合わせ、県内(会津以外)の飲食店８店舗以

上で２か月程度、おたねにんじんを利用した料理を提供するフェア【飲食店】

を実施し、認知度の向上を図ること。 

【留意点】 

令和４年度のフェア（県内(会津以外)）【飲食店】は６店舗で２か月実施し、

料理の提供数は合計 163食であったが、フェア期間中の料理提供数が 200食

以上になるよう事前告知やフェア（県内(会津以外)）【飲食店】期間中のＰＲ、



 

提供する料理等について工夫を凝らすこと。 

その際、フェア期間終了後も継続しておたねにんじんを提供してもらえる

よう工夫を凝らすこと。 

また、新たにフェアに参加または新規におたねにんじんを利用した料理を

開発する店舗が試作用におたねにんじんを調達する経費については、委託料

の中から支出すること。 

（２）おたねにんじんフェア【小売店】及び新たな需要喚起のための取組の実施 

ア おたねにんじんフェア【小売店】の開催 

   【内 容】 

 家庭での会津産おたねにんじんの認知度向上や利用促進のため、地元消費

者等が食材を購入する量販店や直売所等の複数店舗で令和５年９月から１２

月のうち１、２週間程度、フェア【小売店】を開催し、おたねにんじん及び関

連商品を販売して認知度の向上と消費を促すこと。 

なお、販売店舗数は、おたねにんじんの供給可能な範囲とすること。 

【留意点】 

① 販売店舗等において、おたねにんじんの調理法が分かるよう、これまで

に考案した料理のレシピを添えること。 

② フェア（小売店）期間中、ポスター、チラシ、パネル、のぼり等を作成

し、販売店舗等で活用することで誘客につながるような工夫を凝らすこと 

③ 販売数を増加させるため、マネキンの配置や会津おたね人参の非公認キ

ャラ「おたねくん」を活用するなど、ＰＲ等について工夫を凝らし、販売

促進を図ること。 

イ 会津地域内の宿泊施設での活用等の検討 

   【内 容】 

① 新たな需要喚起につながるよう３箇所以上の地元宿泊施設と連携し、宿

泊客等の夕食等におたねにんじんを利用した料理を提供すること。 

② おたねにんじんを利用した料理を提供した宿泊施設の宿泊客に対して、おた

ねにんじんの会津地方での栽培の歴史や理解を深めるような取組を行うこと。 

【留意点】 

① 宿泊者等に提供する食事メニューにおたねにんじんを利用した料理を１品

程度組み込むこととし、メイン、サイド、デザート等のジャンルは問わない。 

なお、宿泊施設において、既におたねにんじんを利用した料理を提供してい

る場合は、その料理の提供でも可とする。 

また、料理の提供に当たっては、会津産おたねにんじんであることを宿泊客

等に対してＰＲすること。 

② 宿泊客等に対し、おたねにんじんに関するリーフレットを配布するとともに、

パネル等を活用することにより、おたねにんじんへの理解を深めてもらう。 

なお、パネル等については、フェア【小売店】で作成したものと同様のもの

で可とする。 

③ 宿泊施設内でおたねにんじん加工品等の販売を依頼し、地産地消の推進を図

ること。 

④ 料理の提供期間中に、おたねにんじんへの理解を深めてもらうためのイベン

トや企画を合わせて実施すること 

ウ 販売会等イベント 

【内 容】 

地元住民や観光客等の認知度向上や利用促進を図るため、県内の誘客施設



 

や宿泊施設等において、おたねにんじん関連商品の販売会等を複数回行うこ

と。 

【留意点】 

① 実施時期や詳細な内容については、甲（会津農林事務所）及び乙が協議し

て決定する。 

② 既に誘客施設等で関連商品の販売を行っている者がいる場合には、事前

に調整を図り、おたねにんじん関連商品の販売数向上に影響を与えるよう

な取り組みとすること。 

③ 販売会等において、販売促進のための試食等を行う場合は、感染症等の

状況を考慮して実施すること。 

エ 需要動向調査等 

   【内 容】 

 会津管内のおたねにんじんの年生別の生産状況やニーズについて分析し、

おたねにんじんの集出荷、流通販売体制の仕組みづくりの一助とする。 

① おたねにんじんフェア【飲食店】【小売店】の参加店舗及びおたねにん

じんを利用した料理を提供した宿泊施設（以下「店舗等」という。）並び

にフェア【飲食店】の提供メニューを注文した者及びおたねにんじんを利

用した料理を提供した宿泊施設の宿泊客を対象にアンケート調査を行い、

おたねにんじんのニーズや求める商品等の需要を把握すること。 

② ①及び生産者等からの聞き取りや生産状況調査（甲（会津農林事務所）

が実施）の結果を分析した報告書を作成し、調査協力業者・生産者等へ配

布すること。 

【留意点】 

① アンケート調査の結果を資料としてまとめること。（調査項目：【店舗】

販売時期・期間、仕入頻度や１回あたりの仕入量、求める商品、希望価格

等、【注文した者】注文した理由、食べたい料理、価格に対する意見、飲

食したい時期等） 

② 報告書は以下の内容を盛り込むこと。 

(ア) 甲（会津農林事務所）から提供される生産状況調査結果を基に会津管

内のおたねにんじんの生産状況（出荷量）をとりまとめる。 

(イ) フェア【飲食店】参加店舗及びおたねにんじんを利用した料理を提供

した宿泊施設のおたねにんじんの購入先、種類、量、時期等を調査し、

甲（会津農林事務所）と協議の上、会津管内の食用としての需要につい

てまとめる。 

(ウ) 上記(ア)及び(イ)のとりまとめ結果やフェア【飲食店】参加店舗及び

おたねにんじんを利用した料理を提供した宿泊施設の流通販売体制を参

考とし、おたねにんじんを円滑に供給する上での課題を分析し、甲（会

津農林事務所）と協議の上、今後の対応策をまとめる。 

③ 店舗等を対象に行ったアンケートより販売状況等（ニーズの把握等）や

継続販売に向けた課題等の分析を行い、その結果を生産者等へ配布するこ

と。 

（３）おたねにんじんＰＲ 

ア おたねにんじんＰＲ（新聞、テレビ、フリーペーパー等による広告） 

【内 容】 

地元住民等の認知度向上を図るため、地方紙（地方新聞）、テレビ、フリー

ペーパー等の媒体を使って、県内向けに広告を４回以上掲載すること。 



 

広告については、地方新聞で２回以上、テレビで１回以上、フリーペーパ

ーで１回以上掲載すること。 

【留意点】 

① 広告の掲載時期や詳細な内容については、甲（会津地方振興局）及び乙が

協議して決定する。 

② 広告の内容は、上記（１）（２）のフェア【飲食店】【小売店】の周知で

３回以上とし、生産の現状又は６次化商品等の紹介で１回以上とする。 

イ おたねにんじんＰＲ（ＳＮＳ等による情報発信） 

【内 容】 

     おたねにんじんフェア【飲食店】【小売店】及び食育事業等の各イベント

時において、ＳＮＳ等での情報発信を行うこと。 

【留意点】 

① ＳＮＳ等での情報発信については、Facebook、Instagram及び YouTube

への広告配信の実施や乙のホームページへのニュース配信のほか｢Yahoo!

ニュース｣や「SmartNews」、「LINEニュース」等へ同時に情報発信するなど、

Facebookのいいね数の増加、Instagramのフォロワー数の増加につなげる

とともに、専用 Webサイトの閲覧につながるよう工夫を凝らすこと。 

② 令和元年度に制作したおたねにんじん専用 Web サイト（ホームペー ジ）

と連携させ、乙のホームページにバナーを設置し、専用 Webサイトのリン

クを貼るなど、相互の閲覧につなげること。 

③ 令和元年度に制作したおたねにんじん専用 Web サイト（ホームペー ジ）

のサーバー使用料、基幹的機能の更新作業（令和５年度に実施する事業の

一部の更新作業を含む。）、その他保守管理等の費用について、委託料の中

から支出すること。 

④ ＳＮＳ等を活用して情報発信を行った場合には、閲覧数等を集計し、お

たねにんじんに関心を示した年齢層等を分析したレポートを作成すること。 

（４）食育事業 

  【内 容】 

会津管内の複数の小中学校において、おたねにんじんを利用した料理を学校

給食で提供し、子どもやその保護者に伝統的な食材への理解を深めてもらい、

認知度向上を図る。 

  【留意点】 

① 実施する小中学校や実施時期は甲（会津農林事務所）が会津管内の小中学

校と協議の上、指定するので、小中学校との連絡調整、材料（試作用材料を

含む。）の手配等を乙が実施すること。 

② 学校給食での提供を希望する小中学校に対し、事前にレシピを提供するた

め、乙は会津大学短期大学部食物栄養学科「左ゼミ」（左一八教授）に「レシ

ピ開発（３品程度）」及び「おたねにんじんに関するレジュメの作成」を依頼

することとし、給食提供日の２か月前までに完成させること。 

また、レシピ開発及びレジュメ作成に係る経費については、委託料の中か

ら支出すること。 

③ おたねにんじんの学校給食での提供を希望する小中学校から事前に材料の

提供希望があった場合には、試作用材料を配布すること。 

なお、おたねにんじんを利用した料理の給食材料代（試作用材料を含む。）

は、委託料の中から支出すること。 

④ 学校給食での提供の際、一部の小中学校に対し、マスコミによる取材を依



 

頼するとともに、会津おたね人参の非公認キャラ「おたねくん」を活用する

など、ＰＲ等について、工夫を凝らすこと。 

 

４ 提出書類 

  乙は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければ

ならない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

   ・委託業務着手届【別紙第１号様式】 

   ・事業実施計画書（スケジュール等を含む）（任意様式） 

   ・業務実施体制図 

   ・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

   ・委託業務完了届【別紙第２号様式】 

   ・実績報告書【別紙第３号様式】 

   ・収支決算書【別紙第４号様式】 

・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類 

 

５ 成果品 

  委託契約書に定める成果品は次のとおりとする。 

（１）おたねにんじんフェア【飲食店】、【小売店】実施報告書 

（２）需要動向調査等報告書 

（３）新たな需要喚起のための取組に関する実施報告書 

（４）おたねにんじんＰＲ用作成物一式 

（５）ＳＮＳ等での情報発信に関する実施報告書 

（６）食育事業実施報告書 

（７）その他、甲が必要と認めるもの 

 

６ 委託料の概算払 

  委託契約書の規定に基づき委託料の一部又は全部を概算払することができる。 

 

７ 留意事項 

（１）成果品一式の著作権及び所有権は、すべて甲に帰属するものとする。 

（２）本業務として作成した各種コンテンツは、甲や関係する団体においての二次利用又

は広報物への掲載等を行う場合がある。 

なお、二次利用するに当たり、第三者の有する著作権その他の権利を侵害すること

がないよう、各種コンテンツの制作等に当たっては必要な許諾を得ること。 

（３）本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたと

きは、甲及び乙が協議のうえ、定めることとする。ただし、明示のない事項にあ

っても、社会通念上当然必要と思われるものについては本業務に含まれるものと

する。 


